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志賀町地域商社設立に係る地域資源調査及び支援業務委託 仕様書 

 

1 事業名 

志賀町地域商社設立に係る地域資源調査及び支援業務委託 

 

2 業務期間 

契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

 

３ 背景・目的 

志賀町では、令和８年３月に策定された第３次総合計画において、令和６年能登半島地震

からの創造的復興を新たな成長の原動力への転換を目的として、「地域が稼ぐ事業」、「ビジ

ネスエコシステム」「地域課題解決型事業」という３つの要素を中核に、総合的かつ連携し

た取組を推進している。 

その取組の中で、地域経済の持続的な発展と地域資源の最大活用を図る組織として 「地域

商社」の設立を計画している。 

本業務は、円滑な地域商社の設立を行うため、地域資源調査及び設立の支援について専門

的な知見と豊富な実績を有する優れた事業者を選定し、業務委託を行うものである。 

 

４ 業務内容 

 主な業務内容は以下に示すが、詳細は発注者との協議により決定する。 

(1) 設立に係る地域資源調査  

ア 現状調査・分析 

   地域の産品や資源の現状調査のほか、関連団体、利害関係者、地域が抱える課題を

抽出し、整理する。 

イ 収益事業調査及び検討 

   地域商社で担う事業の可能性調査（地場産業の付加価値向上や販路開拓等の支援、

地域経済の維持及び拡大を目指す取組及びこれに関連する取組の整理）を行い、社設

立後に自立して運営できる収益事業の検討を行い、具体的な事業案を提案する。 

ウ 類似事例調査 

   官民連携による地域課題解決および地域経済活性化に寄与する地域商社や地域公

社の設立・運営事例を調査し、成功要因や課題を分析する。 

エ 地域波及効果調査 

   地域商社の最適な形態の在り方の検討、地域内における農林水産、商工観光、地域

づくりなど事業部門ごとの収益性や地域経済への波及効果を検討し、特に有力な分

野の選定を行う。 
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(2) 設立に係る支援業務 

ア 基本構想策定支援 

    調査結果を踏まえ、地域商社の目的の明確化や運営コンセプト、販売ターゲット等

を定めるほか、官民連携を含め、志賀町における最適な地域商社機能の具体的な仕組

み、規模、組織の法人形態や組織の運営体制 （キーパーソン、組織図など）を検討し、

提案する。 

策定に関し、関連団体や利害関係者との検討組織の定例会運営支援など合意形成

支援を行う。定例会のほか、地域に対する勉強会のほか、定例的 （月に１回程度、全

５回）に関連団体や利害関係者と会合を持ち、調査に基づく議題を議論し意見交換を

行うなど合意形成支援を行う 

イ 事業計画策定支援 

    提案された設立 ・運営体制に基づき、想定される経費、解決すべき課題、および経

済的効果を試算により、次年度以降の地域商社の設立及び設立後のビジネスモデル、

テストマーケティングに関する具体的な事業計画を検討し、提案する。 

 

(3)スケジュール（予定であり参考とする） 

ア 令和８年度（１年目、今回の業務委託内容） 

地域資源・設立可能性調査、事業内容の検討、基本構想・事業計画策定 

 イ 令和９年度（２年目） 

   事業計画に基づく組織運営の開始、事業検証及び体制検討、法人設立（予定） 

 ウ 令和 10 年度（３年目） 

   本格的な事業開始と安定運営の確立、中長期事業計画の策定 

 エ 令和 11 年度（４年目） 

   成長・拡大のための事業実施、中長期事業計画の実施 

 

５ 契約について 

(1) 契約期間：契約締結の日から令和９年３月 31 日まで 

(2) 本業務は受託者と町が直接契約を締結する 

 

６ 履行期間 

契約の日から令和９年３月 31 日まで 

 

７ 成果物 

(1) 地域資源調査報告書（本編、概要版） 電子データ一式 

(2) 基本構想及び基本計画 電子データ一式 

(3) 各業務議事録 電子データ一式 

(4) その他、町の求めに応じて随時報告を行うこと 
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８ その他 

(1) 受託者は、関係法令遵守の上、本運行業務を遂行すること 

(2) 本仕様書は、本運行業務を遂行する上で最低限必要なものであり 、受託者の専門的な

立場から将来の技術革新を見据え、効果的な提案がある場合は、積極的な提案を行うこ

と 

 (3) 本仕様書に記載のない事項については、委託者および受託者双方で協議の上、決定す 

ること  

(4) 調査終了後、報告書の内容について内閣府から問い合わせや根拠資料の提出要求が 

あった場合や、会計検査の際等には適宜対応・協力すること 

 

９ 担当 

志賀町企画財政課地域商社設立準備室 

電 話：0767-32-9301 

FAX：0767-32-3933 

E-mail：chiiki-shosha@town.shika.lg.jp 


